
 

 

 

 

１．事業の概要 

 エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受ける市内中小企業者等に対し、事業継続

を支援するため、支援金を給付します。 

 

２．受付期間 

 

令和５年１２月１日（金）から 令和６年１月３１日（水）まで   ※当日消印有効 

 

３．給付額 

最大６０万円 （１個人または１法人につき１回に限る。） 

①令和４年度上半期支援金（最大２０万円） 

  令和４年度上半期（４月～９月）の対象経費が、対前年同期間比で増加した額の概ね 

  ２分の１を給付。（千円未満は切り捨て） 

②令和４年度下半期支援金（最大４０万円） 

  令和４年度下半期（１０月～３月）の対象経費が、対前年同期間比で増加した額の概ね 

  ２分の１を給付。（千円未満は切り捨て） 

※昨年度に①を受給している場合は、②のみの申請となります。 

 

＜給付額算定の例＞ 

①令和４年度上半期支援金 （経費単位：万円） ※対象経費内訳書は、円単位で記入してください。 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 合計 

令和３年度 １５ １２ １３ １０ １６ １４ ８０ 

令和４年度 ２１ １８ ２０ １８ ２５ ２４ １２６ 

１２６万円（令和４年度上半期） － ８０万円（令和３年度上半期） = ４６万円 

４６万円 × １／２ ＝ ２３万円 

給付額 ＝ ２０万円（上限が２０万円のため） 

 

②令和４年度下半期支援金 （経費単位：万円） ※対象経費内訳書は、円単位で記入してください。 

 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

令和３年度 １７ １８ １５ １９ ２０ ２２ １１１ 

令和４年度 ２６ ２９ ２５ ３４ ３２ ３８ １８４ 

１８４万円（令和４年度下半期） － １１１万円（令和３年度下半期） = ７３万円 

７３万円 × １／２ ＝ ３６万５千円 

給付額 ＝ ３６万５千円 

１．事業概要 

 

２．申請期間 

 

３．給付額 

 

12.01 版 



 

４．対象者 

事業を行うに際して生じる原材料費、燃料費、光熱費のこと。 

 ※国、県、市等の行政機関から委託を受けている事業で、これらの行政機関から補填を受けて
いる分は除いてください。 

 

 

 

 

 

 

４．対象者 

以下（１）～（３）の要件をすべて満たす中小企業者等（※１ 本ページ下部「中小企業者等

とは」で確認） 

 

（１）令和４年度上半期（４月～９月）または、令和４年度下半期（１０月～３月）の対象経費が、

対前年同期間比で増加していること。 

◆昨年度に、令和４年度上半期分を受給した場合は、令和４年度下半期分のみ対象とする。 

◆対前年（令和３年度）同期間を含む期間で休業等をしていた場合、令和２年度における

同期間を比較期間とする。 

◆対前々年（令和２年度）同期間を含む期間で休業等をしていた場合、令和元年度におけ

る同期間を比較期間とする。 

（２）令和３年３月末日までに開業し、習志野市内に本店又は主たる事業所を有すること。 

    ⇒本店又は主たる事業所の所在地は、以下のいずれかを言います。 

     ❊【個人】所得税青色申告決算書または収支内訳書の事業所所在地 

     ❊【法人】法人税の確定申告書別表一に記載された納税地 

（３）今後も習志野市内で事業継続の意思があること。 

 

※１ 中小企業者とは 

   ⇒中小企業基本法第２条第１項に規定する者を言います。 

業種 資本金 従業員数 

① 製造業、建設業、運輸業 

その他の業種（②～④を除く） 
３億円以下 ３００人以下 

② 卸売業 １億円以下 １００人以下 

③ サービス業 ５，０００万円以下 １００人以下 

④ 小売業 ５，０００万円以下 ５０人以下 

（社会福祉法人・医療法人、非営利活動法人については、「サービス業」の範囲となります。） 

（飲食店については、「小売業」の範囲となります。）    

 

 

 対象品目 

原材料費 原料、材料、仕入物品、消耗品、荷造運賃 

燃料費 ガソリン、重油、軽油、灯油 

光熱費 電気、ガス 

５．対象者 

 

４．対象経費 

 



【以下に該当する法人は、対象となります】 

 ①株式会社 ②合名会社 ③合資会社 ④合同会社 

 ⑤（特例）有限会社（会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律） 

 ⑥弁護士法に基づく弁護士法人 ⑦公認会計士法に基づく監査法人 

 ⑧税理士法に基づく税理士法人 ⑨行政書士法に基づく特許業務法人 

 ⑩司法書士法に基づく司法書士法人 ⑪弁理士法に基づく特許業務法人 

 ⑫社会保険労務士法に基づく社会保険労務士法人 

 ⑬土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士法人 

 ⑭社会福祉法人（※２） ⑮医療法人（※２） ⑯非営利活動法人（※２） 

※２ 社会福祉法人・医療法人、非営利活動法人については、中小企業基本法第２条第１項 

に掲げる中小企業者における「サービス業」と同様の範囲となります。 

 

【支給対象とならない業種等】 

 ①大企業 

②みなし大企業  

③風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）に規定す 

 る性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う者 

 ④習志野市暴力団排除条例（平成２４年条例第１号）第２条第１号の暴力団若しくは同条第３ 

  号の暴力団員等又は当該暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者。 

 ⑤宗教上の組織又は団体 

 ⑥政治団体 

 ⑦公共法人 

⑧習志野市が実施する本支援金と同様趣旨の支援金等（※３）を受給（申請を含む）した者 

  以下の支援金等を受給（申請を含む）した場合、対象外となります。 

 ※３  ・習志野市公共交通運行継続支援金 

      ・コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分光熱費等補助金 

⑨その他市長が不適当と認める者 

 

 

 

 

必要書類を揃え､以下の宛先に郵送してください｡（令和６年１月３１日【当日消印有効】） 

 

〒２７３-００３２ 

千葉県船橋市葛飾町 2-381-4 サンモール五番館 202号室 株式会社ジョブス内 

習志野市中小企業者事業継続緊急支援金事務局 宛て 

 

 

 

 

６．申請方法 

 

 



 

                

 

※別途、追加書類等を求める場合があります。 

 

 

対象 提出書類 注意事項 備考

申請書

▶日付は申請日であること

▶申請者の住所と主たる事業所の所在地が一致すること

▶押印があること

▶従業員とは「常時使用する従業員」のことを指し、「予め解雇

の予告を必要とする者」（労働基準法第20条）となる。パート・

アルバイト等を含めるかについては、予め解雇の予告が必要か

否かにより判断する

▶個人事業主の場合は、資本金の記入不要

対象経費内訳書

▶「氏名又は法人名及び代表者役職・氏名」が申請書と一致す

ること

▶同一の品目に係る費用が複数ある場合、合算のうえ一列に記

入すること

通帳の写し

（表紙＋見開きページ）

▶以下の項目記載があり、申請書の「2.振込先口座」の情報と

一致すること

・金融機関

・預金区分

・支店名

・口座番号

・口座名義（フリガナ）

▶ネットバンキングの場合、必要項目の記載のある電子通帳の

写しを可とする

▶令和４年度に本支援金の給付を受けた際と同一の口座への

振込を希望する場合は提出不要です

【原材料費の単価を確認できる書類】

領収証

納品書

仕入台帳など

▶単価が対象経費内訳書の単価欄と一致すること

▶以下の記載があること

・品目

・単価

・日付

▶燃料費、光熱費の単価を確認できる書類は提出不要です

▶写しでも可

▶原本をご提出いただいた場合、返却はいたしかねます

法人税確定申告書別表一

▶申請日時点で直近の事業年度を含むものであること

▶収受日付印があること

e-Taxの場合は受付日時の印字、又は「受信通知」の追加添付

▶以下の項目が申請書と一致すること

・法人名

・代表者名

・業種

・本店又は主たる事業所の所在地

・資本金額

▶写しでも可

▶原本をご提出いただいた場合、返却はいたしかねます

法人事業概況説明書

▶「法人税確定申告書別表一」に対応するものであること

▶以下の項目が申請書と一致すること

・業種

・従業員数

▶写しでも可

▶原本をご提出いただいた場合、返却はいたしかねます

所得税確定申告書第一表

▶令和４年分のものであること

▶収受日付印があること

e-Taxの場合は受付日時の印字、又は「受信通知」の追加添付

▶以下の項目が申請書と一致すること

・事業者名

▶収受日付印等がない場合は、確定申告書が提出されたこと

が確認できる書類を添付すること

▶写しでも可

▶原本をご提出いただいた場合、返却はいたしかねます

【いずれかの書類】

所得税青色申告決算書

収支内訳書

▶「所得税確定申告書第一表」に対応するものであること

▶以下の項目が申請書と一致すること

・業種

・主たる事業所の所在地

▶写しでも可

▶原本をご提出いただいた場合、返却はいたしかねます

【いずれかの書類】

活動計算書

事業活動収支計算書

正味財産増減計算書

▶収入が確認できること ▶写しでも可

▶原本をご提出いただいた場合、返却はいたしかねます

履歴事項全部証明書

▶申請日から３か月以内に発行されており、かつ申請時の代表

者氏名の記載があるもの

▶写しでも可

▶原本をご提出いただいた場合、返却はいたしかねます

法令根拠に基づき法人等の設立につい

て公的機関に許可等されていることがわ

かる書類

▶写しでも可

▶原本をご提出いただいた場合、返却はいたしかねます

事業規模が確認できる書類

▶以下の項目が申請書と一致すること

・資本金の額又は出資の総額

・常時使用する従業員の数

▶写しでも可

▶原本をご提出いただいた場合、返却はいたしかねます

その他
【申請者名義以外の振込先口座の場合】

委任状

▶以下項目を必須とする

➀表題は「委任状」

➁申請日（申請書の日付と同日とする）

③申請書の下に請求者（＝申請者）と同じ印

④「習志野市長　宛」という文言

⑤委任者情報

・住所、債権者名、債権者印、電話番号

⑥「わたしは、習志野市から支払を受ける代金について、下記の

者に受領の権限を委任します。」という文言

⑦受任者情報

・住所、氏名、電話番号

▶委任状の提出がない場合は、申請者名義以外の口座への振

込みはできません

共通

法人

個人

特定非営利法人

▶以下の項目が申請書と一致すること

・法人名

・代表者名

・業種

・本店又は主たる事業所の所在地

・資本金額

・従業員数

（特定非営利法人の場合、各書類から総合的に判断をします）

７．提出書類 

 



 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原材料費領収書 

－見本－ 

 

８．提出書類の見本 

 

■通帳の写し 

 

「金融機関名、支店番号、支店名、口座種別、口座番号、名義人（フリガナ）」が確認できるようコピーして

ください。又は、ネットバンキングの場合、必要項目のある電子通帳をコピーしてください。 

■原材料費の単価を確認できる書類（燃料費、光熱費の単価を確認できる書類は提出不要です） 

 

「品目、単価、日付」が確認できる書類としてください。 



 

   ■所得税青色申告決算書 

（１ページ目、２ページ目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【個人の場合】 

■確定申告書第一表（１ページ目） 

■収支内訳書（１ページ目） 

・収受日付印が押印または e-Taxに

より申告した場合は、受付日時が印字

されているものを提出してください 

 

・e-Taxによる申告で受付日時が印

字されていない場合は、「受信通知」

を添付してください 

 

・収受日付印等がない場合は、事務局

までご相談ください 

（確定申告書が提出されたことが確認

できる書類を提出していただきます） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■法人事業概況説明書（１ページ目、２ページ目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【法人の場合】 

■確定申告書別表一（１ページ目） 

 

・収受日付印が押印または e-Taxにより申告し

た場合は、受付日時が印字されているものを提

出してください 

 

・e-Taxによる申告で受付日時が印字されてい

ない場合は、「受信通知」を添付してください 

 

・収受日付印等がない場合は、事務局までご相

談ください 

（確定申告書が提出されたことが確認できる書

類を提出していただきます） 



 

 

 

９．書き方の見本 

 

通帳に記載の内容を記入 

口座名義：通帳の表紙の内容、その他の項目：通帳の見開きページの内容 



 通帳に記載の内容を記入 

口座名義：通帳の表紙の内容、その他の項目：通帳の見開きページの内容 



 
 

※事務局記入欄 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

６．交付の方法 

 

（１）給付の決定 

審査の結果､適当と認められた場合は､決定から 30日以内に給付（振込）します。 

決定通知は送付しませんので､決定金額は通帳等によりご確認ください。 

（２）不給付の通知 

審査の結果､給付できない場合は､書面により､その旨を通知します。 

（３）取消・返還 

給付決定後､必要に応じて､調査への協力を求めることがあります。 

その結果､要件に適合しない事実や不正受給等が発覚した場合は､給付決定を取り消し､ 

給付した支援金を返還していただきます｡ 

 

 

７．問い合わせ先 

 

習志野市中小企業者事業継続緊急支援金事務局 

電話番号：０５０-３８５２-４３８８ 

対応時間：８：３０～１７：１５（土・日曜日、祝日、年末年始を除く。） 

 

 

７．問い合わせ先 

 

Q1.申請はいつまで可能ですか。 

A1.令和６年１月３１日 当日消印有効です。以降の受付はお受け出来かねます。 

Q2.前年同月比で原材料費等が増加していませんが、対象になりますか。 

A2.対象になりません。エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けて原材料費等の 

増加した方が対象です。 

Q3.対象経費内訳書に記載する「主な物品」とはどのようなものか。 

A3.事業者様ご自身で「主な物品」の判断をいただきます。例えば、仕入れ量が最も多い物品、 

又は経費全体の中で占める割合が最大の物品、等を判断基準としてください。 

Q4.自身の申請結果はどのようにわかりますか？ 

A4.給付の場合、ご指定された口座へ振り込みをもって給付決定といたします。不給付の場合は、

不給付決定通知をお送りいたします。 

 

詳しくは、支援金専用ホームページの【よくある質問】をご確認ください。 

 

 

 

 

１０．給付の方法 

 

１１．問い合わせ先 

 

１２．よくある質問 
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